
伊根町オーバーツーリズム対策協議会規約 

 

（目的） 

第１条　本協議会は、伊根町における観光来訪の過度の集中等により生じる交通・駐

車、混雑・滞留、生活環境、景観・文化資源の保全、観光マナー等の課題について、

住民、観光関係団体、事業者、行政等が情報を共有し、現状把握を踏まえた対策案

を取りまとめ、町へ提案することにより、住民生活の質と観光の質の両立を図るこ

とを目的とする。 

（名称） 

第２条　本協議会の名称は「伊根町オーバーツーリズム対策協議会」（以下「協議会」

という。）とする。 

（位置付け） 

第３条　協議会は、町が実施する施策の検討に資するため、関係者の知見及び現場情

報を集約し、合議により対策案を提案するための意見交換・提案組織とする。 

（対象区域・対象事項） 

第４条　協議会は、伊根町内の観光影響が生じる区域及び関連する交通導線を対象と

し、季節、曜日、時間帯等の特性を踏まえて検討する。 

（基本方針） 

第５条　協議会は、次の基本方針に基づき活動する。 

1. 住民生活（安全、移動、静穏）への影響低減を重視すること 

2. 受入容量（キャパシティ）の考え方に基づき、現場運用（交通誘導・駐車場・

滞留・マナー）の改善を重視すること 

3. 調査結果、苦情、現場所見等の事実に基づき、対策案を検討すること 

4. 必要な情報は分かりやすく整理し、関係者間の共有を徹底すること 

5. 対策案は実現可能性（実施主体、手順、費用、体制）を意識して取りまとめる

こと 

（所掌事項） 

第６条　協議会は、次に掲げる事項を行う。 

1. 現状把握調査（交通量・駐車場・滞留・マナー、苦情等）の報告を受け、課題

を整理すること 

2. 課題の優先順位付け（緊急性、影響、実行可能性等）を行うこと 

3. 対策案（実施主体、運用方法、周知、必要物品、概算等を含む）を検討し、町

へ提案すること 

4. 重点期間（繁忙期等）の運用に関する改善案を検討し、町へ提案すること 

5. 対策実施後の状況（苦情、現場、ＫＰＩ等）の報告を受け、改善案を町へ提案

すること 

6. その他、目的達成に必要な事項 

（成果物） 

第７条　協議会は、必要に応じ次の成果物（案）を取りまとめ、町へ提案する。 

1. 年度の重点課題整理及び対策案 

2. 重点期間運用計画に関する提案 

3. 効果検証（振り返り）に基づく改善提案 

4. 来訪者・事業者向け行動ルール／周知文案に関する提案 

（構成員） 



第８条　協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 

1. 伊根町（事務局） 

2. 観光協会 

3. 商工会 

4. 観光関連事業者（宿泊、飲食、物販、体験等） 

5. 交通関係者（バス、海上タクシー、船舶等） 

6. 地区代表（自治会等） 

7. 学識経験者 

8. 必要に応じて、道路管理者、警察、消防、学校、その他関係機関 

（オブザーバー） 

第９条　事務局は、必要に応じて関係機関、有識者等をオブザーバーとして会議に招

へいできる。 

（会議の運営） 

第１０条　協議会は、全体会議により運営する。分科会は設置しない。 

（開催） 

第１１条　会議は、事務局が必要に応じて開催する。開催回数は、年度の課題及び重

点期間の状況に応じて定める。 

（進行） 

第１２条　会議の進行は事務局が行う。事務局は、議題の設定、資料の準備、議事の

整理を行い、円滑な意見交換と提案の取りまとめに努める。 

（合議及び提案の取りまとめ） 

第１３条　協議会は、対策案等について、出席構成員の意見を踏まえ、可能な限り一

致点を見出す方法により合議を行う。 

２　合議に至った対策案は、事務局が「提案書（案）」として整理し、構成員に共有の

上、町へ提出する。 

３　合議に至らない論点がある場合は、少数意見、留保事項、今後の検討課題を併記

して町へ報告する。 

４　協議会の合議は、町に対する提案を形成するものであり、町の施策決定を拘束す

るものではない。 

（議事録） 

第１４条　事務局は議事録を作成し、構成員に共有する。 

（資料の取扱い） 

第１５条　会議資料は原則として構成員に共有する。配布範囲や公開の可否は、個人

情報、営業秘密、治安・安全上の配慮等を踏まえ、事務局が定める。 

（公開） 

第１６条　会議は原則公開とする。ただし、個人情報、営業秘密、治安・安全上の支

障等がある場合は、事務局の判断により全部又は一部を非公開とすることができる。 

（事務局） 

第１７条　協議会の事務局は伊根町（担当課）に置く。 

２　事務局は、次に掲げる事務を行う。 

1. 会議の開催準備、議題設定、資料作成、議事録作成、連絡調整 

2. 調査結果、苦情・要望等の情報の集約、整理、会議への報告 

3. 対策案等の提案書（案）の取りまとめ及び町への提出 

4. 重点期間の連絡体制・情報共有の補助（必要に応じて） 



5. その他、協議会運営に必要な事項 

３　事務局は、必要に応じて協議会運営の一部を外部に委託できる。 

（守秘義務） 

第１８条　構成員は、協議会で知り得た非公開情報（個人情報、営業情報、セキュリ

ティ情報等）を、協議会の目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。 

（個人情報の取扱い） 

第１９条　個人情報は関係法令及び町の規程に従い適切に取り扱う。 

（経費） 

第２０条　協議会の運営に要する経費は、町予算、補助金その他の収入をもって充て

る。 

２　構成員の出席に係る報償等の支給の有無及び取扱いは、町の規程及び別に定める

取扱いによる。 

（規約の改正） 

第２１条　本規約の改正は、事務局が構成員の意見を聴いた上で案を作成し、協議会

に諮ったうえで行う。 

（委任） 

第２２条　この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、事務局が別

に定める。 

 

附　則 

本規約は令和○年○月○日から施行する。


